
 

 

 

 

 

～平川市では、地域産業の振興と発展を図るため、地域での新商品開発への挑戦を応援します～ 

 

○ 対象事業（アドバイザーと一緒に取り組む事業であること。） 

・新商品・新技術・新役務の開発事業 

・観光客向け土産品（雑貨・工芸品に限る）の開発事業 

・その他地域産業の活性化に資するものと市長が認める事業 

    

○ 対象者 

次に要件すべてに該当する必要があります。 

① 市内に本社又は主たる事務所を置く中小企業者 

② 市税に滞納がないこと 

③ 同一年度中にこの要綱による事業認定を受けていない者 

④ 補助対象事業に関して、本市が行う他の助成制度に基づく助成金等の交付を受けていない者 

 

○ 補助金額および補助率 

法人の場合は２００万円以内、その他は５０万円以内。補助率は、補助対象経費の２分の１以内。ただし、消費税

は含まない。 

 

○ 補助対象期間 

  原則として当該年度内とし、審査委員会での事業認定後に着手した事業を対象とする。ただし市長が認める

ときはこの限りではない。 

 

○ 対象経費 

「新商品等開発事業」講師謝金、講師等旅費（1人につき6万円が限度、補助対象経費の２０％以内）、備品購入費（補助

対象経費の５０％以内）、原材料費（補助対象経費の２０％以内）、宣伝広告費、委託費、外注加工

費、商談会経費（旅費・出展料・宿泊費）、その他市長が認める経費 

 

○ 補助金の交付に係る事務手続き（以下のとおりになります。） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （事 業 実 施 交付決定～令和４年３月３１日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お問合せ先  平川市役所尾上分庁舎 商工観光課 商工観光係  TEL  0172-44-1111 

補助金の交付に係る『事務手続きの流れ』 
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提案書の提出（令和３年１２月２０日まで） 

事前審査（商工観光課）・審査委員会・決定 

補助金交付申請 

補助金交付決定 

実績報告（補助事業完了から３０日経過した日又は 

令和４年３月３１日のいずれか早い期日まで） 

 

令和４年３月３１日まで） 

 補助金の額の確定 

補助金の請求 

   補助金の交付（精算払い：令和４年５月３１日まで） 

令和３年度 

平川市地域産業支援事業補助金のお知らせ 


